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平成30年台風第７号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に係る 

被保険者証等の提示等および公費負担医療の取扱いについて 

 

標記につきまして、厚生労働省保険局医療課および同健康局総務課他より下記の

とおり連絡がありましたのでお知らせいたします。 

本件は、平成30年台風第７号及び前線等に伴う大雨による災害（平成30年 7月 6

日、災害救助法適用）による被災に伴い、受診時の被保険者証等の取扱いおよび公費

負担医療の取扱いが示されたことに関するものです。 

今回の被災により、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している

場合であっても、氏名、生年月日、連絡先（電話番号等）のほか、被用者保険の場合

は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の場合は住所（国保組合の場合に

は、これに加えて組合名）を申し立てることで受診できます。また、公費負担医療の

請求の取り扱いについても示されており、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機

関でも受診できるものとされています。 

取り急ぎお知らせいたしますので、該当都道府県薬剤師会におかれましては、貴

会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。 

なお、医療保険関係の対応として、災害により被災した被保険者に係る保険料

（税）・一部負担金の減免を行う事ができる旨を周知する件について、厚生労働省か

ら都道府県及び保険者へ周知されておりますので、併せて情報提供致します(下記４)。 

 

記 

 

１． 平成 30 年台風第７号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者

証等の提示について 

（平成30年7月6日付け事務連絡、厚生労働省保険局医療課） 



２． 平成 30 年台風第７号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に係る公費負担

医療の取扱いについて 

（平成30年7月6日付け事務連絡、厚生労働省健康局総務課ほか） 

３．平成 30 年台風第７号及び前線等に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適

用について【第8報】平成30年7月8日 

４．平成30年台風第７号及び前線等による被害状況及び対応について（第９報） 

 

以上 
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事 務 連 絡 

平成 30 年７月６日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課   

 

 

 

 

平成 30年台風第７号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に 

係る被保険者証等の提示等について 

 

 平成 30年台風第７号及び前線等に伴う大雨による災害の被災に伴い、被保険

者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、

保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合におい

ては、氏名、生年月日、連絡先（電話番号等）、被用者保険の被保険者にあって

は事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所

（国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名）を申し

立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対す

る周知について、遺漏なきを期されたい。 

 また、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合

の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、後日事務連絡が発出され

るものであること。 

 

 なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成 25 年１月 24

日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いに

ついて」（別添）に準じて取り扱われたい。 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省保険局医療課企画法令第一係 

    TEL:03-5253-1111（内線 3288） 

      FAX:03-3508-2746 

御中 



事 務 連 絡

平成３０年７月６日

関 係 団 体 御中

厚生労働省健康局

総 務 課

がん・疾病対策課

結 核 感 染 症 課

難 病 対 策 課

厚生労働省子ども家庭局

母 子 保 健 課

厚生労働省社会・援護局

保 護 課

援 護 企 画 課

援 護 ・ 業 務 課

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

精神・障害保健課

平成30年台風第７号及び前線等に伴う大雨による災害による被災者に係る公費負担医

療の取扱いについて

健康行政、社会福祉行政及び援護行政につきましては、日頃から多大なる御協力を賜

り心から御礼申し上げます。

今般、平成30年台風第７号及び前線等に伴う大雨による災害による被災者に係る公

費負担医療の取扱いについて、別添のとおり都道府県民生・衛生主管部（局）宛て通

知いたしましたのでご連絡いたします。

貴団体におかれましても関係者への周知を図っていただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。

用件のみにて失礼いたしますが、緊急事態であることを御理解の上、御協力賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。
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